
 

高齢者熱中症予防訪問 
 

１.目的 熱中症は，高齢者など基礎体力が十分でない人ほどなりやすい状況か

ら，一人暮らし高齢者などに対して，熱中症に対する注意と予防方法を周

知し，熱中症予防を図る。 

 また，コロナ禍の影響により幾度となく外出自粛等がおこわなれてい

ることから，より屋内での熱中症対策の徹底を図るとともに筋力低下や

閉じこもりによる虚弱傾向の確認を行う。 

 訪問にて，生活状況を把握し継続して支援が必要な方には，介護保険の

申請や高齢者福祉サービス等を案内する。また，地域包括支援センターの

定期訪問につなげる。 

２.概要 【対象者】 

 ・市内在住 ８０歳以上の独居もしくは，高齢者のみの世帯 

・高齢者福祉サービス（生きがい活動支援通所事業所（げんき館）・食の

自立支援事業・軽度生活援助事業）を利用しておらず，要支援・要介護

認定を受けていない方 

 80歳以上独居 高齢者のみ世帯(人数) 世帯合計 

北部包括管内 ８０ ６２（１２４） １４２ 

南部包括管内 １８０ １１３（２２６） ２９３ 

計 ２６０ １７５（３５０） ４３５ 

令和３年６月１日現在 

【訪問期間】 

・６月中旬から随時実施～９月上旬まで 

・不在の場合の対応について 原則として最低２回訪問 

不在時に不在票を入れて連絡を待つ 

【訪問体制】 

 ・地域包括支援センター職員 

必要に応じて民生委員や児童委員と同行訪問 

※民生委員より事前に気になる人や同行訪問した方がよさそうな方に

情報提供のお願いをして，連絡をいただく。 

【周知方法】 

・広報もりや：熱中症訪問について掲載 ６月１０日号 

【訪問内容】 

①生活状況の確認 

②熱中症予防のパンフレットや地域包括支援センターを紹介するチラシ

を配布 
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③救急医療情報キットの利用状況の確認・配布 

④新型コロナウイルスワクチンの予約および接種状況の確認 

⑤（独居の方）緊急通報システムの紹介 

【訪問後の対応】 

・訪問時にアセスメントを行い，定期な見守り等が必要な方については，

地域包括支援センターと市で協議を行い，定期訪問等につなげる。 

・必要に応じて，介護保険の申請や関係機関につなぐ。 

 

３.地域包括

支援センター

の担当地区 

●北部地域包括支援センター 

【担当地区】 

北守谷地区：松前台，久保ケ丘，御所ケ丘，薬師台 

大井沢地区：板戸井，立沢，大山新田，大木，緑二丁目 

大  野地区：野木崎，大柏，緑一丁目 

 

●南部地域包括支援センター 

【担当地区】 

守  谷地区：中央，百合ケ丘，松並，松並青葉，本町，ひがし野，

小山，同地，赤法花 

高  野地区：高野，鈴塚，乙子，美園，けやき台，松ケ丘 

みずき野地区：みずき野 

 

 


